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わた SHIGA輝く国スポ・障スポ長浜市実行委員会 

 第３回 宿泊衛生専門委員会 

次第 

 

令和 6年 2月 28日（水）10：00～ 

於：長浜市役所 3－B コミュニティルーム 

  

 
 
 

１． 開会 

 

 

２． 委員長あいさつ 

 

 

３． 議事 

報告事項 

 

・報告第 1号 わた SHIGA輝く国スポ長浜市弁当調製施設の募集について 

 

 

・報告第 2号 わた SHIGA輝く国スポにおける宿泊業務の取り組みについて 

 

 

審議事項 

  

・議案第１号 わた SHIGA輝く国スポ長浜市弁当調製施設の指定について 

 

・議案第２号 わた SHIGA輝く国スポ長浜市競技別リハーサル大会宿泊実施要項（案） 

 

４． その他 

 

 

５．閉会 
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わた SHIGA輝く国スポ長浜市弁当調製施設の募集・選定について 

 

■募集・選定にかかる経過 

 

 ①第 2回宿泊衛生専門委員会 

   開催日：令和 5年 8月 29日（火） 

   審議内容（弁当調達業務にかかるもの） 

・わた SHIGA輝く国スポ・障スポ長浜市弁当調達要項  

・わた SHIGA輝く国スポ・障スポ長浜市宿泊衛生専門委員会 

弁当部会設置要項 

 

 ②第 1回弁当部会 

   開催日：令和 5年 9月 26日（火） 

   審議内容 

・弁当調達計画について（資料１） 

・弁当調製施設の募集・選定について 

わたSHIGA輝く国スポ長浜市弁当調製施設募集要領（資料２） 

わたSHIGA輝く国スポ長浜市弁当調製施設選考基準（資料３） 

 

 

 ③弁当調製施設の募集 

   募集期間：令和 5年 11月 1日（水）～令和 5年 12月 8日（金） 

   募集方法：長浜市ホームページでの公募 

   応募事業者：4者 

 

 ④第 2回弁当部会 

   開催日：令和 6年 1月 26日（金） 

   審議内容 

    ・わた SHIGA輝く国スポ長浜市弁当調製施設の選定について（資料４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第 1号 



4 

 

 

わた SHIGA輝く国スポにおける宿泊業務の取組について 

 

  国スポ参加者が宿泊する客室の確保は県が委託した合同配宿センターが行っており、宿

泊施設の確保状況について報告がなされた。 

 

(1) 宿泊者数と確保状況（R5.12月末時点） 

ア 長浜市開催競技に係る宿泊者数見込み（選手･監督及び役員） 

・国スポ期間中における延べ宿泊者数           約 11,900人※1  

・     〃   1日当りの最大宿泊者数       約 1,580人※1  

※1 宿泊者数は過去の国体実績を参考にした試算人数､詳細は資料５参照 

イ 長浜市内の宿泊施設の確保状況 

受け入れ可能な総収容人数 ※２ 約 2,600人（25施設） 

確保済の収容人数 ※３ 約 310人（4施設） 

確保率 ※３ 12％ 

 

  ※2 受入可能な総収容人数には、食事の提供ができない宿泊施設など国スポ参加者の宿舎と

して利用できない施設は除く。（収容人数＝客室×定員） 

   ※3  宿泊者が最も多い日の確保済の収容人数と総収容人数に対する割合 

 

(2) 宿泊施設の提供状況（R5.12末時点） 

区分 計 
提供率 

0％ 0～30% 30～70% 70%以上 

施設数（割合） 25施設 21施設 1施設 2施設 １施設 

総収容人数 2,600人 2,100人 60人 240人 200人 

確保済の収容人数 310人 0人 5人 110人 195人 

 

（３）本大会期間中に見込まれる宿泊者数と確保状況（R5.12末時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第２号 
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   柔道競技とソフトテニス競技が重なる 10月 3日（金）から 10月 5日（日）までの期

間中で約 1,000人～最大約 1,200人分の客室が不足している。 

 

(４) 課題と今後の対応 

  ア 課題 

宿泊施設の提供状況については、現状で客室提供数 0～30％未満の施設が

83％で収容人数は約 2,160 人分である。さらなる客室の確保には、これらの施設

の協力が不可欠である。 

イ 今後の対応 

   客室確保は、基本的に合同配宿センターが行うことになっているが、見通しが立たな

いような状況になった場合は、市実行委員会としてもセンターや県とも連携を図り

ながら対応してまいりたい。また、米原以南や福井県敦賀市等への広域配宿につい

ても合同配宿センターと協議しながら早期に検討していく。 
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わた SHIGA輝く国スポにおける 

長浜市弁当調製施設の指定について 

 

わた SHIGA輝く国スポ 長浜市弁当調製施設募集要領に基づき募集を行い，応募内容

を確認した結果，応募した全ての施設が長浜市弁当調製施設選考基準を満たしていること

から，下記の４施設を長浜市弁当調製施設として指定する。 

 

 

記 

 長浜市弁当調製施設 

 

  ・株式会社ミールサービスたにぐち 

    長浜市新栄町５５６番地７ 

 

  ・宮部 学（福助鮓） 

    長浜市高月町落川４２ 

 

  ・株式会社京岩神前殿（グランパレー京岩） 

    長浜市八幡中山町９５０－１ 

 

  ・新木産業株式会社（北近江リゾート） 

    長浜市高月町森本９５番地 

 

                                以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１号 
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わたSHIGA輝く国スポ長浜市弁当調製施設指定書 

 

 

令和 年 月 日 

 

会社名 

代表者名  

 

 

 

                        わたSHIGA輝く国スポ・障スポ長浜市実行委員会 

会長 浅見 宣義 

 

 

 わたSHIGA輝く国スポ長浜市開催競技における弁当調製施設として，下記のとおり指

定します。 

 

 

記 

 

 

施 設 名    

所 在 地    

代表者名    

期 間 指定日から２０２５わた SHIGA輝く国スポ期間終了まで 
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わた SHIGA輝く国スポ長浜市競技別リハーサル大会宿泊実施要項（案） 

 

１ 趣旨 

  この要項は、わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ長浜市宿泊基本計画に基づき、第 79 回

国民スポーツ大会「わた SHIGA 輝く国スポ」長浜市競技別リハーサル大会（以下「大会」

という。）に参加する選手・監督、役員及び視察員等（以下「大会参加者」という。）の宿泊

について必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

  わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ長浜市実行委員会（以下「実行委員会」という。）は、関

係機関及び関係団体と十分な調整を行い、大会参加者の配宿業務にあたるものとする。 

 

３ 宿舎 

  大会参加者の宿舎は、原則として市内の旅館（旅館業法の許可を受けて営業を行うホテ

ル、旅館及び簡易宿所をいう。）とする。 

ただし、風紀上、衛生上及び安全対策上支障があると認められる宿舎は利用しないも

のとする。 

 

４ 配宿 

(1) 選手、監督の宿舎は、都道府県（又はチーム）別及び男女別等を考慮して配宿するも

のとする。 

(2) 選手、監督の配宿は、原則として他の大会参加者とは別とする。 

(3) １人の宿泊に要する広さは３．３㎡（２畳）以上とする。 

 

５ 宿泊料金 

  宿泊料金は、旅館ごとに設定を行うものとする。 

 

６ 食事 

(1) 宿舎において提供する食事は、衛生面に十分配慮するとともに、選手に考慮し、栄

養面に優れた献立とする。 

(2) 昼食弁当については、別に定める弁当調達要項に基づき、斡旋・支給を行うものと

する。 

 

７ 宿泊料金の精算 

宿泊料金の精算は、宿泊責任者又は大会参加者が現地にて精算するものとする。 

 

議案第２号 
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８ その他 

(1) 大会参加者が、実行委員会に対して宿泊の斡旋を希望しない場合は、この要項は適

用しない。 

(2) この要項に定めるもののほか、宿泊業務の実施に関して必要な事項は別に定める。 

 
 


